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8.000Ba/kg以下の除染土壌を
再生利用すべきではない

福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等は最大約2,200万m3(2015年1月時点）と推計されている。環

境省は、除染土壌を含む除染廃棄物を大熊町と双葉町に建設予定の中間貯蔵施設で集中的に貯蔵すると して

おり、 2045年3月までに福島県外に運び出す計画だが、最終処分場は決まっていない。 中間貯蔵施設の地権者

は2,365人で、今年4月末時点で契約までこぎつけたのは113人。取得面積は全体（約1,600ヘクタール）の2%程

度（計約35ヘクタール）にとどまる。必要な規模の最終処分場の確保の観点から、 環境省は除染土壌をできる

限り再生利用にまわし、最終処分量を低減したい考えだ。

除染土壌の再生利用
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ダブルスタンダードの矛盾

環境省はこれまで放射性廃棄物のセシウム濃度に

ついて、原子炉等規制法に基づく 100Bq/kgが、「廃

棄物を安全に再利用するための基準（クリアランス

レベル）Jであり、放射性物質汚染対処特措法に基づ
く8,000Bq/kgは、「廃棄物を安全に処理するための

基準」と説明してきた。

原子炉等規制法では、 100Bq/kg超の廃棄物は、

放射性廃棄物として厳重な取扱いが必要であると規

定しており、100Bq／旬以下はクリアランスレベル

として、放射性廃棄物を一般社会で使われる製品に

再生利用できる。しかし、市民の反対から、限られ

た場所（例えば‘建築資材のコンクリート、ベンチの

金属など）で、それも試験的にのみ再生利用されて

いるのが現状である。

放射性物質汚染対処特措法に基づく8,000Bq/kg

以下の除去土壌の再生利用は、原子炉等規制法の

100Bq／旬以下のクリアランスレベルの80倍となる。

原子炉等規制法の基準と放射性物質汚染対処特措法

再生利用 ヲリアランス
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再生利用とクリアランスの比較
（環境省「中間貯蔵除去土媛毒事の滅容 ・再生利用技術開発戦略検討会J資料より）

の基準が併用されるダブルスタンダードの状態にな

る。

環境への放射性物質の拡散

2016.7.1「原子力資料情報室通信jNo.SOS 

量を使用したかは業者に任せているためわからな

。全量を完全に使い切ったかどうかわからないJ
説明。業者に対しては30cm以上の覆土を行うょ

に求めているが、「実際に確認したわけではないた

再生利用土壌に覆土をして遮蔽すれば放射線量が Eめ、業者が本当にその施工を守っているかどうかわ
がり問題ないというが、道路の陥没や崩壊などが Eかi
起きれば汚染土がむき出しになり、環境中へ流出す Eっ・た。 ， 
る懸念がある（図2）。地下水を汚染して農地や生活 ー 環境省は、「適切な管理の下で、用途を限定して使

固に流れ出る可能性も高い。熊本・大分の大地震で 用するJことを前提としている。ところが実際には
も、各所で道路の崩落やひび割れが発生した。海岸 事業者に任せて報告などは受けず確認もしない。手

防災林、防潮堤というが、津波で破壊されると内陸 抜き工事など悪意を持った不正の可能性についても

や海へ流出する。 考慮していなし1。ずさんな管理で放射性物質を社会

除染土壌の再生利用では、工事の作業員、使用さ に拡散するような取扱いはするべきではない。

れた場所を遊び場とする子どもたちゃ住民の被ばく
南相馬の仮置場で実証試験

も避けられなし1。しかも、事故が起こった場合は追

加被ば、く線量は0.01mSv／年を超えてもよ く、 検討会の「戦略jでは、今後セシウム濃度が8,000

1mSv／年で制限すればよいとしている。 Bq／旬以下の除去土壌を用いて、南相馬市小高区の

~ 

図2放射線防護のための管理のイメージ
（環境省f中間貯蔵除去土縫等の滅容・再生利用技術開発戦略検討会J資料より）

すでに実施された災害がれきの再利用

6月8日、環境省との2回目の政府交渉（主催： FoE

Japan）が行われた。これまでに行われた実際の再

生利用実績について、環境省指定廃棄物対策担当参

事官室は、「福島県内における公共工事における建設

副産物の再利用等に関する当面の取扱いに関する基

本的考え方Jねに基づき、福島県の避難指示区域内
で発生した3,000Bq／旬以下の災害がれき（コンクリ

コ手－
,t.掌

は

が

仮置場で実証試験を実施すると している。現在、南

相馬市と実施に向けて相談中で、市長には了承と同

意をもらったが、地権者や住民の合意は得られてい

ない。

’実証試験は、フレコンパック約1,000袋（1,000m3、

約1,800トン）分の除去土壌を用いて仮置場内で滅容

処理し、盛土を造成して再生資材のモデル的活用試

験を行う。試験施工の際には、遮水シートによる放

射性物質の地下への浸透防止、飛散・流出の防止、

汚染されていない土壌による適切な遮蔽などを行い、

安全性に関する理解醸成活動を実施する。実証試験

後は施設を撤去し、土壌はフレコンパックに詰め直

して保管するとしている。

<> <> <> 
放射性物質汚染対処特措法に基づいて、再生利用

の基準が8,000Bq/kgに設定されれば＼用途こそ限

られているが、一般社会で使用されることになりか

ねない。放射性廃棄物を生活圏の中で再生利用する

こと自体が間違っている。環境省は、放射性物質を

含んだ除染土壌を公共事業で利用する方針を撤回す

べきだ。 （片岡遼平）

［環境省 ：中間貯蔵除去土緩等の滅容・再生利用技術開発戦略検討会1
https://josen.env・gojp/chukanchozou/fac山ty/effort/investigative_commiぉion/

※1 l滅容処理後の浄化物：様々な方法で土壊を処理して放射性セシウムを一定程度除去した物を言うが、
化学処理にせよ熱処理にせよ、実用には多くの課題がある．
※2自然被ばく線量を除く彼ばく線量
※3「福島県内における公共工事における建設副産物の再利用等に関する当函の取扱いに関する基本的
考え方」（2013年10月25日内閣府原子力災害対策本部原子力被災者生活支援チーム）
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